
・「時間単位の休暇制度・半

日休暇制度」 61.9％ 

・「退職者の再雇用制度」 

42.3％ 

・「時差出勤制度」 40.4％ 

・「所定内労働時間を短縮す

る制度」 38.7％ 

・「在宅勤務（テレワーク）

制度」 24.6％ 

・「フレックスタイム制度」 

17.0％ など 

制度に関する自社の規程や

運用ルールが適切なものとな

っているか、確認しておきたい

ですね。 

 

◆制度導入の効果 

制度を導入した結果、平均で

も６割近くの企業で、次のよう

な効果があったと回答してい

ます。 

○制度利用に対して職場で

協力する雰囲気ができた 

○職場に多様性を受容する

意識が浸透した○社員全体の

企業に対する信頼感が上昇し

た 

○疾患を理由とする離職率

が低下した 

○日常的に事業継続体制が

構築された 

職場の雰囲気が良くなるこ

とは社員のエンゲージメント

を高めるのに効果的でしょう。

また、業務の見直しにもつなが

り、アクシデントや状況変化へ

の対応力を高めることにも役

立ちそうです。 

 

◆ＧＬＴＤの保険金負担状

況 

団体保険の一種で、病気やケ

ガにより長期間に渡って就業

が不能になったときの所得を

補償する制度であるＧＬＴＤ

（団体長期障害所得補償保険）

に加入している企業では、その

保険料を全額会社負担してい

る割合が61.3％となっていま

す。 

なお、傷病手当付加金がない

企業では 80.2％が、傷病手当

付加金がある企業では38.6％

が会社全額負担となっていま

す。 
 
【独立行政法人労働政策研究・研修機構

「治療と仕事の両立に関する実態調査（企

業調査）」】 

https://www.jil.go.jp/institute/rese

arch/2024/240.html 
 

 

５月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 
 
 

１０日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞［公共職業安定所］ 

 

１５日 

○ 特別農業所得者の承認申

請［税務署］ 

 

３１日 

○ 軽自動車税（種別割）納付

［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付

［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書

の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月

末日＞［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額

の納付［税務署］ 

◆有期労働契約を更新する

場合の基準 

原則として更新する場合

は、「契約更新の可能性」欄で

「１．あり」を丸で囲み、「原

則更新」を選択して丸で囲み

ます。通算契約期間または更

新回数に上限がある場合は、

「求人に関する特記事項」欄

に「更新上限：有（通算契約

期間○年／更新回数○回）」と

明示します。 

更新の可能性はあるものの

それが確実ではない場合は、

同欄で「１．あり」を丸で囲

み、「条件付きで更新あり」を

選択して丸で囲みます。そし

て、「契約更新の条件」欄に具

体的な更新条件を記載しま

す。通算契約期間または更新

回数に上限がある場合は、「契

約更新の条件」欄にその旨を

記載します。 

 

◆記載欄に書き切れない場

合 

上記の労働条件について指

定された記載欄に書き切れな

い場合は、求人申込書の「求

人に関する特記事項」欄に記

載します。 

 
【厚生労働省・都道府県労働局・ハロ

ーワーク「事業主の皆さまへ 求人票に

明示する労働条件が新たに３点追加され

るのでご留意ください」】 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

/doc/anteihoukaisei.pdf 

 

 

治療と仕事の両立支援の導

入効果は？ 

 

治療と仕事の両立支援は、

働き方改革や人材難への対応

として注目されています。独

立行政法人労働政策研究・研

修機構の調査によると、次の

ようなことが明らかになりま

した。 

 

◆柔軟な働き方を支援する

ための制度の有無（複数回

答） 

柔軟な働き方支援制度につ

いての導入状況は、次のよう

になっています。こうした制

度を導入している企業では、

制度を私傷病の治療や療養の

目的として利用できるとする

割合が高くなっています。 

４月からの求人票記載に関

するポイント 

 

◆明示する労働条件が追加 

 ４月１日からの改正で、ハ

ローワークの求人票に記載す

る労働条件に、「従事すべき業

務の変更の範囲」「就業場所の

変更の範囲」「有期労働契約を

更新する場合の基準」の３つ

が追加されています。具体的

な記載のしかたを紹介しま

す。 

 

◆従事すべき業務の変更の

範囲 

採用後、業務内容の変更予

定がない場合は、「仕事の内

容」欄に「変更範囲：変更な

し」と明示します。異なる業

務に配置する見込みがある場

合は、同欄に変更後の業務を

明示します。 

 

◆就業場所の変更の範囲 

異なる就業場所に配置する

見込みがある場合は、「転勤

の可能性」欄で「１．あり」

を丸で囲み、転勤範囲を明示

します。 

 

連絡先：〒501－3232  

    関市桜本町 2-32-4 エレガンスみやもと 302 

電 話：0575-24-3757     FAX：0575-24-3757 

ｅ－ｍａｉｌ：hata50911@gmail.com 
  

社会保険労務士 
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